
刑事手続へ

　令和 8 年 4 月 1 日から、自転車の交通違反に「交通反則通告制度」( 通称「青切符」) が導入されました。
　自転車は、幅広い年齢層が利用できる便利で環境にやさしい交通手段ですが、道路交通法上、「軽
車両」と位置付けされています。車両の運転者としての自覚を持ち、ルールを守って責任のある運転
を心掛けましょう。� 問合せ　自治振興課（内線 3116）

交通反則通告制度
「青切符」ってなに？

4月１日から
自動車側にも新ルール

自転車事故の約7割がルール違反

交通反則通告制度とは、交通違
反をした場合の手続きを簡略化す
るための仕組みです。交通反則通
告金制度の対象となる違反行為を
した場合、一定期間内に反則金を
納めると、刑事裁判や家庭裁判所
の審判を受けずに事件が処理され
ます。交通反則通告制度の対象は
16 歳以上の運転者です。

自動車が自転車の右側を通
過する際は、十分な間隔を確
保することが義務化されまし
た。

ドライバーにはこれまで以上
に自転車や歩行者への配慮が
求められており、
安 全 運 転 意 識
の 向 上 が 重 要
です。

埼玉県では、自転車が関係する交通事故
が依然として多く、過去 5 年間にわたり、
自転車事故の発生状況は高い水準が続いて
おり、令和 7 年の死者数に関しては全国
ワースト１位となっています。また、自転
車事故の当事者の約 7 割に何らかの法令違
反があることから、自転車利用者への指導
警告も多く行われています。

自転車に乗る際は一人ひとりが交通ルー
ルの遵守と安全確認を徹底し、より一層の
注意を払うことが求められます。

自転車事故死傷者数の推移

違　反　行　為

交通反則通告制度の対象 (16歳以上 )

終　結

反則金の仮納付
( 告知を受けた翌日から

原則 7 日以内 )

交通反則通告制度の対象外

出頭・取り調べ
裁判、罰金の納付等

反則金を未納付
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〜正しい知識で安全に〜
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出典：埼玉県交通事故ハザードマップ 2026
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その交通違反、反則金の対象に！
青切符の対象となる主な自転車の違反行為と反則金額は以下のとおりです。
※「酒酔い運転」や「妨害運転」など、特に悪質な違反行為はこれまでどおり赤切符

が交付され、刑事手続きに進みます

×携帯電話使用等(保持)
12,000円反則金

×信号無視
6,000円反則金

×一時不停止
5,000円反則金

×イヤホンの使用
5,000円反則金

安全運転の基本ルールを確認しましょう
～自転車安全利用五則～

11 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
自転車は車道通行が原則だが、標
識などで通行が認められている場
合や車道の状況でやむを得ない場
合は例外で歩道を通行できる。

33 夜間はライトを点灯
自分の存在を
知らせるため
にも、早めに
点灯する。

44 飲酒運転禁止
自転車でも
飲酒しての
運転は禁止。

55 ヘルメット着用
転倒や万が一の事故に備え、
ヘルメットを正
しくかぶり、頭
をしっかり守る。

22 交差点では信号と一時停止を
守って、安全確認
通常は車両用信号機に従うが

「歩行者・自転車専用」の信号
機がある場合は、その信号機
にしたがって通行する。

主な反則金の例

特集　〜正しい知識で安全に〜 自転車の交通違反に青切符が導入
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鴻巣警察署交通課長
柳田　謙　さん
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